
調査時点：２０２５年８月

牛肉の輸入手続きフロー

♦ハラール認証　♦衛生証明書　♦分析証明書

安全確認書の発行

輸入申告

許可要件の確認

♦牛肉輸出国／牛肉輸出事業所としての認定

♦原産地証明書

検疫所にて検疫検査

検疫書類の準備

検疫の申請

推薦状の申請

要件満たさない

輸出者側で準備するもの

♦輸出者の原産国における事業所登録

農業省の家畜製品輸入推薦状

の申請

申請書類の準備

PIの申請

PIの発行

家畜製品輸入推薦状の発行

商業省の輸入承認の申請

（PI）

申請書類の準備

＜輸入申請開始までにそろえておくべき許認可等＞

輸入者側で準備するもの

♦輸入業者事業者番号（API）として有効な事業者基本番号（NIB）
輸入申請の開始

♦最低資本金　♦倉庫登録証（TDG）

♦納税者番号（NPWP）、VAT課税業者登録（PKP）

■事前通知（Prior Notice）

■分析証明書

■動物検疫証明書

■ APIとして有効なNIB

■会社設立証書と直近の会社定款変更証書

■畜産・家畜衛生の分野における事業許可あるいは登録証

■施設番号（NKV）

■NKVを有する冷蔵倉庫および冷蔵輸送手段を占有している旨の誓約書とその証明書

■インドネシアのハラール当局によって認められたハラール認証機関が発行した

ハラール認証

■州政府からの推薦状

■家畜公衆衛生分野の専門獣医師の会社代表者による任命書または雇用契約書

■輸入推薦状に関わる法的問題を抱えていない旨の証明書

■提出した書類が正しく、正当である旨の誓約書

Inatradeにて受信

https://insw.go.id/ にて

■ 申請フォームに入力

■ 申請書類をアップロード
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